
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り

指
定
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名

事
業
所
の
所
在

障
害
福
祉
サ

指
定
年
月

称

事
務
所
の
所
在
地

称

地

ー
ビ
ス
の
種

日

類

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

生
駒
郡
斑
鳩
町


Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

生
駒
郡
斑
鳩
町

居
宅
介
護

平
成
二
十

ケ
ア
メ
イ
ト

田
西
四
ー
五
ー
一

ケ
ア
メ
イ
ト


田
西
四
ー
五

重
度
訪
問
介

八
年
六
月

た
つ
た

九

た
つ
た

ー
一
九

護

一
日

株
式
会
社
清

天
理
市
長
柄
町
二

訪
問
介
護
お

天
理
市
三
島
町

行
動
援
護

平
成
二
十

春
お
む
す
び

〇
九
八
ー
一
六

む
す
び

四
二
五
ー
一

八
年
六
月

一
日

社
会
福
祉
法

橿
原
市
小
房
町
一

か
し
は
ら
ワ

橿
原
市
小
房
町

就
労
継
続
支

平
成
二
十

人
橿
原
市
手

一
ー
一

ー
ク
ス

一
三
ー
四

援
（
Ａ
型
）

八
年
六
月

を
つ
な
ぐ
育

一
日

成
会

特
定
非
営
利

高
市
郡
高
取
町
大

Ａ
＆
Ｊ

Ｋ

橿
原
市
菖
蒲
町

就
労
継
続
支

平
成
二
十

活
動
法
人
Ａ

字
清
水
谷
一
三
〇

ｏ
ａ
ｌ
ａ

三
ー
二
八
ー
一

援
（
Ｂ
型
）

八
年
六
月

＆
Ｊ
日
豪
国

〇
ー
六
一

Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ

五

一
日

際
友
好
親
善

協
会

一
般
社
団
法

大
阪
市
住
之
江
区

ジ
ョ
ブ
サ
ポ

五
條
市
相
谷
町

就
労
移
行
支

平
成
二
十



人
発
達
支
援

南
港
北
二
ー
一
ー

ー
ト
こ
こ

五
三
一

援
（
一
般
型

八
年
六
月

セ
ン
タ
ー
こ

一
〇

Ａ
Ｔ
Ｃ
ビ

）

一
日

こ

ル
三
階

就
労
継
続
支

援
（
Ｂ
型
）

特
定
非
営
利

御
所
市
一
一
六
六

Ｃ
ｏ
ｃ
ｏ－


城
市
當
麻
九

就
労
移
行
支

平
成
二
十

活
動
法
人
木

Ｍ
ａ
ｋ
ｅ


〇
一
ー
一

援
（
一
般
型

八
年
六
月

伊

城

）

一
日

就
労
継
続
支

援
（
Ｂ
型
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

大
阪
市
中
央
区
瓦

就
労
支
援
事


城
市
加
守
五

就
労
継
続
支

平
成
二
十

ピ
ー
ス

町
二
ー
四
ー
五

業
所
バ
ン
ビ

八
二

細
川
ハ

援
（
Ａ
型
）

八
年
六
月

瓦
町
Ｍ
Ｔ
ビ
ル
五

イ
ツ
Ａ
棟
一
〇

一
日

〇
二

二
号
・
Ｂ
棟
一

〇
一
号
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